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1

　９月17日付けの日本経済新聞（九州経済の欄）にお
いて「福岡市初のＰＦＩ施設、11月末メド営業停止」とい
う記事がありましたが、現在、ＰＦＩ事業を行なっている
事業会社の経営状況についてわかる範囲で公開して
頂きたい。

PFI事業の事業者の経営状況については、民間企
業の経営状況に関わる事項となり、国土交通省とし
ては把握できておりません。当該事項の公表につい
ては、事業者または、公共主体の判断によるものと
考えられます。

2

今の制度では小規模な自治体ではなかなかPFIを導
入しづらいように感じます。もう５年も経過しているの
だから、もっと取り組みやすい制度にならないでしょう
か？

小規模自治体も含め、自治体がＰＦＩに取り組みやす
くするため、補助金、税制のイコールフッティングの
取り組み、VFMシミュレーションの実施・公表等様々
な取り組みを行っているところです。

3

民間資金を活用しているが、主要企業が倒産した場
合の受け皿は行政となる場合が多いのではないか。
PFI事業の安全性（倒産しないかどうか）の判断はどの
ように行うのか。

PFI法に基づく基本方針においても、協定等におい
て、事業継続が困難となった場合の当事者のとるべ
き措置を具体的に明確に規定することとされており、
それによって、倒産した場合の受け皿についても、
個別事業の協定等において規定されると考えられま
す。
また、PFI事業の安定性については、特定事業の選
定時、民間事業者の選定時、モニタリング時等の各
段階において評価されると考えられます。
なお、利用料収入等の収益のあるＰＦＩの場合、収益
の安定性について、慎重な評価が必要との意見も
あります。

4

これまでの事例があれば知りたい。ＰＦＩのメリット・デメ
リットは？

事例については、内閣府のホームページ等、また、
各自治体のホームページ等を参照してください。
PFIのメリットについては、PFI推進委員会の中間報
告において、民間事業者に公共サービスの提供を
ゆだね、その経営・技術的能力や資金調達能力を
活用することで、効率的、かつ効果的なサービス提
供が実現すること、さらには、VFMの発現要素とし
て、リスクを民間部門に移転することによる事業費
等の縮減、一括発注等によるライフサイクルコストの
縮減、性能発注による縮減等が考えられます。
デメリットについては、PFIの推進に当たっての課題
は複数挙げられていますが、まだ、運営開始後間も
ないこともあり、通常の調達方式との比較という意味
でのデメリットは明確になっていないと考えられま
す。

5

イギリスやオーストラリアでは道路や橋梁、トンネル等
にPFI事業の導入事例がある。何故それが可能であっ
たのか。日本ではなぜ実施事例が出にくいのか。その
違いについて詳しい資料があればご教示願いたい。

イギリスやオーストラリアでＰＦＩが導入可能となった
要素については不明確ですが、適切なリスク分担、
ＶＦＭの発現等条件を満たしたものと考えられます。
関連する資料としては、土木学会建設マネジメント
委員会ＰＦＩ研究小委員会による「インフラ整備を伴う
ＰＦＩ事業形成のための課題の明確化とその解決策
の提言に向けて」等が参考になると思われます。

6

草の根的なPFI事業に興味があります。たとえば、「道
の駅」の道路管理者と民間の協同開発、「健康村づく
り」などですが、管理者（道路管理者、市町村ｅｔｃ．）側
には、まだ受け入れ体制も評価システムも整っておら
れないと思います。一方、提案者側の民間にもどう
やっていいか、分かりません。そこで、地整レベルで、
・どのような案件が対象となり得るか。
・モデル的事業（仮想でもいいと思いますが・・・）を取
り上げて、協同で研究する場を設けることにしたらいか
がと
思います。いかがでしょうか？

国土交通省においてＶＦＭ簡易シミュレーションによ
り、どのような事業がＰＦＩになじむかの分析を実施し
ておりますので参考としていただいた上で、具体の
事業について検討を進めていただきたいと考えま
す。
また、地方整備局にもご相談いただければと考えて
おります。
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7

PFI事業のリスク管理に関心があります。よろしく願い
します。

ＰＦＩ事業のリスク管理については、ＰＦＩ推進委員会
のＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライ
ン等も参考になると思われます。

8

国内実施事例、今後の実施予定（特に道路関係）等に
ついて。

国内の事業実施例については、内閣府のホーム
ページ等の一覧、また、各自治体のホームページ等
を参照してください。
今後の実施予定については、個々の事業の特性に
より、ＰＦＩ方式がなじむかどうかの判断がされること
もあり、予想は困難ですが、国土交通省としては、Ｐ
ＦＩ事業の推進に向けて取り組んでいるところです。

9

福岡市のタラソ福岡の破綻については、どうしてあの
ようなことが起きたのでしょうか。官民のリスク分担を
明確にされていなかったのか。それとも、リスク分担等
を明確にしていたにもかかわらず、建設的でなかった
のか。SPC自体やその構成会社が破綻等あった場合
の対応をどのようにすべきなのでしょうか。

PFI事業の事業者の破綻原因等については、民間
企業の経営状況に関わる事項となり、国土交通省と
して把握できておりません。当該事項の公表につい
ては、事業者または、公共主体の判断によるものと
考えられます。
なお、破綻等の場合の対応については、PFI法に基
づく基本方針においても、協定等において、事業継
続が困難となった場合の当事者のとるべき措置を具
体的に明確に規定することとされており、それによっ
て、破綻等の場合の対応についても、個別事業の協
定等において規定されると考えられます。


